
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議 

【衆議院 法務委員会】附帯決議 

国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

一 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照ら

し、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いか

なる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処す

ること。 

二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団

体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解消に向けた取組に

関する施策を着実に実施すること。 

三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘

発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。 

四 本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の把握に努め、そ

れらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと。 

【参議院 法務委員会】附帯決議 

国及び地方公共団体は、本法外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫繁の課題であるこ

とに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

一 第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであればいかなる差

別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形

態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に処すること。 

二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団

体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解消に向けた取組に

関する施策を着実に実施すること。 

三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発

する行為の解消に関する施策を実施すること。 


